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個別避難計画の概要

「災害対策基本法」において、避難行動要支援者名簿に掲載され

た避難行動要支援者のうち、同意を得られた方について個別避難計

画を作成することとされています。

また、国の取組指針において、名簿掲載者のうち、市において優

先度が高いと判断した者について、令和7年度末までに計画作成に

取り組むこととされています。

山県市における優先作成対象者の計画作成の概要

※生活の基盤が自宅にある方が対象です。「施設入所」や「長期入院」の方は対

象外となります。

※年度優先作成対象以外の方でも作成は可能です。

令和5、6年度 ・身体障害者手帳1級、2級

・療育手帳Ａ、A1、A2

・精神障害者保健福祉手帳1級、2級

・難病患者・介護保険 要介護3以上

令和6、７年度 ・75歳以上独居

避難行動要支援者名簿同意者（約1,300人）
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計画作成の流れ

山県市福祉課

居宅介護支援事業所

相談支援事業所等

福祉専門職

避難行動要支援者

本人・家族

②作成の同意①作成の意思確認

③作成依頼・

契約締結

④本人・家族と面談

・基本情報確認

・避難検討

⑤福祉専門職と

相談

⑦内容確認・承認⑥計画作成

⑩提出された計

画の確認・承認
⑧計画提出

・副本保管

⑨計画の保管

⑪委託料の請求⑫委託料の支払
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計画作成依頼

避難行動要支援者が、計画の作成について同意すると、市が福祉専門職への

「山県市避難行動要支援者個別避難計画作成依頼書」を作成し、送付します。

※各事業所等で始めて計画を作成していただく際には、市と委託契約を結んで

いただく必要があります。契約の手続きについては、市から各事業所等へご案

内させていただきます。→ 14ページ「契約」項目をご覧ください。

計画作成の準備

あらかじめ、「山県市ハザードマップ」等で、要支援者の自宅のハザードの

状況を確認します。

→別紙「山県市洪水ハザードマップ、山県市土砂災害ハザードマップ」また

は、山県市ホームページ、「防災」でご確認ください。

ハザードマップについて、家屋の位置が特定できない等、不明な点は市担当

者までご相談ください。

これまでに作成したケアプラン・サービス利用計画などから活用できそうな

情報の整理を行い、要支援者・ご家族との面談に備え準備を行ってください。

要支援者・ご家族等との面談

要支援者やご家族等と計画の内容について話し合うため、面談の日程調整を

行います。個別避難計画の作成を市から業務委託されていること、作成の必要

性について説明してください。個別避難計画とは、洪水（大雨）や大地震とい

う災害が発生したときに、本人や家族が慌てずに避難できるようあらかじめ避

難の仕方を決めておいてそれを計画の中に記載しておくものであることも伝え

てください。

計画の様式に沿って、避難時に支援が必要なことや支援者の有無、避難場所

等についてヒアリングを実施します。

避難場所の候補地がハザード上危険な場所でないか、「山県市ハザードマッ

プ」で確認してください。

【連絡先】

山県市総務課 消防防災係

電話 0581-32-9100（直通）
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計画作成開始

作成者氏名等について

○作成年月日は、面談の日付を記入してください。

○作成者氏名は、所属する事業所名と作成者の氏名を記入してください。

○作成者続柄は、ケアマネージャー・相談支援員等、支援の種別を記入してく

ださい。

○作成者の電話番号は、計画についての連絡先として記入してください。（事

業所の電話番号又は個人の携帯番号等）

自治会について

○自治会に未加入の場合は、「未加入」と記入してください。

医療機関等について

○かかりつけの医療機関または、日頃お世話になっている医療機関名や連絡先

を記入してください。

○持病については、避難時に配慮が必要な持病について記入してください。

〈記入例〉・認知症

・筋肉の萎縮による全身まひ

・軽度の難聴 など
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○携行する医薬品は、薬剤名、薬品名だけでなく何の治療のための薬か分かる

ように記入してください。

〈記入例〉・血圧の内服薬

・喘息の貼り薬

・糖尿病治療の薬

・眠剤、精神安定剤

・白内障の点眼薬 など

同居家族等について

○同居家族等について、本人を含めた人数で記入してください。

避難を希望する場所について

○避難先について検討します。

避難行動は、危険を感じたらすぐに開始するものですが、どのような災害であ

っても必ず避難する、ということではありません。

軽微な災害である場合で、本人又は家族等が自宅で十分に安全が確保できてい

ると判断した場合は、避難する必要はありません。
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・別でお住まいの家族の家や知人等の家に避難が可能な場合は、行き先を記入

してください。

・入院が可能な病院（事前相談済）や特別養護老人ホーム等のショートステイ

等が利用可能な場合は、行き先名称を記入してください。

・避難所に避難する場合は、最寄りの避難所を記入してください。

→避難所については、P9～11または別紙「山県市ハザードマップ」より確認

してください。

・自宅が最も安全な場合は、自宅にとどまる理由を記入してください。自宅が

安全な場所であるかどうかは、「山県市ハザードマップ」を確認ください。

→別紙「山県市洪水ハザードマップ」「山県市土砂災害ハザードマップ」また

は、山県市ホームページ「防災」ページ内でご確認ください。

・避難先の選定に迷うときは、下記の連絡先にお問合せ下さい。

ハザードごとの注意点

「浸水エリアの場合」

・自宅以外の避難先に加え、想定浸水深より高い位置での垂直避難を検討しま

す。

「浸水エリア外の場合」

・自宅内での垂直避難など検討します。

「土砂災害エリアの場合」

・自宅以外の避難先を検討します。

・災害の種類（地震、土砂災害、風水害）によっても、避難先の考えが変わっ

てきます。

〇災害時の避難方法の確認

・災害の程度は、洪水（大雨）の場合は警戒レベル３「高齢者等避難」の災

害情報（避難情報）が発令された状態、大地震の場合は市内で「震度６弱

（物が倒れ、立っていられないくらいの揺れ）以上」の地震が起きて停電

・断水した状態と想定して、その時の避難について考えてください。

どのような災害でも、避難所が必ず開設されるとは限りません。災害時には、

市から発信される避難所の開設状況等をご確認の上、避難するようにしてくださ

い。

【連絡先】

山県市総務課 消防防災係

電話 0581-32-9100（直通）
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・また、すぐに避難行動を開始することができない対象者の場合は、大型台風

の接近（直撃）や長時間の降水の天気予報があった段階から避難する方法を

本人又はご家族等と一緒に考えてください。

・市が指定する指定避難所は、上記の災害が発生した際には速やかに開設され

る予定ですが、いわゆる「福祉避難所」は二次的な避難所であり、避難所で

の生活が長引くと想定される場合に、必要に応じて限定的に開設されるもの

ですので、「個別避難計画」には「福祉避難所」を避難先として記入しない

でください。

【参考】 災害時の避難方法について考えるポイント

災害の種類や状況により、避難方法やルートが変わるため、複数の想定をし

ておく必要があります。

１．普段から避難の備え

①普段の備え全般について

・自宅は浸水地域になっているか、否かについて知っていますか？また、どの

川が氾濫すると、どの程度浸水する可能性があるか知っていますか。

・「災害情報（避難情報）」の入手の仕方を決めていますか。

・「避難先、避難後の家族等との待ち合わせ場所」「逃げ遅れた場合の緊急的

な避難場所（最後の逃げ込み施設）」などを決めていますか。

・避難後に、親族・家族間で連絡を取り合う方法を決めていますか。

・避難を決めるタイミングを理解していますか。

・「非常用持ち出し品」や「服用している薬」はすぐに持ち出せるように準備

していますか。（指定避難所の開設後、すぐに物資は届きません。）

・自治会での避難についての取り決めがあるか、否かについて確認しています

か。

・普段のご近所のお付き合いの中で、誰かに避難時の支援をお願いしています

か。

・災害が起きる前（台風が直撃する予報がある場合など）には、あらかじめ介

護や医療のショートステイ等のサービスを利用する、という計画を立ててい

ますか。

・非常用電源（自動車の電源、発電機など）を確保することができますか。

・家具などの転倒防止策を講じていますか。

②避難先までの移動方法について

・避難先までの移動は、本人一人でもできますか。

・避難先までの移動は、家族等の支援があればできますか。

・避難先までの移動には、福祉サービス事業所等の移動支援が必要ですか。
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・移動には車両が必要ですか。それは、どのような車両を想定していますか。

２．洪水（大雨）時の避難の場合

※被害想定は警戒レベル３「高齢者等避難」の災害情報（避難情報）が発令

されたとき

※本人の自宅の予想浸水深によって、避難の必要性・方法が異なります。

・「災害情報（避難情報）」が発令されたときに、そのことを教えてくれる近

所の方はいますか。また、その人は避難の支援をしてくれますか。

・本人のみ、又は家族等の支援だけで避難先まで避難は可能ですか。

・救助を要請する先（消防、警察）などの電話番号は掲示してありますか。

・携帯電話やスマートフォンなど、救助を要請する手段を持っていますか。ま

た、それを使って支援を求めることができますか。

・自宅に２階以上がある場合、垂直避難する場所としてそこは安全ですか。

・警戒レベル３が発令される前に、別居している親族宅や知人宅に避難するこ

とは可能ですか。

・避難先までは、どのような経路でどのように移動するか、決めていますか。

・自宅の近くで、どこが冠水しやすい道路であるか把握していますか。

・別居している親族などに、本人の自宅に来て、滞在してもらうことは可能で

すか。

・別居している親族の自宅や知人宅などに避難することはできますか。また、

その場所は避難先として安全ですか（浸水地域になっていませんか）。

・別居している親族等が車などで避難先まで送迎することは可能ですか。

・近くに高層階の建物がある場合、緊急の際に避難することは可能ですか。

・避難所でない安全な場所まで車で移動し、車の中で避難（待機）しているこ

とは可能ですか。

※停電や断水の場合は、次の「大地震の時の避難の場合」の項目を参考にして

ください。

３．大地震の時の避難の場合

※被害想定は「震度６弱（物が倒れ、立っていられないくらいの揺れ）以上

」で、停電や断水が起きた状態のとき

・大地震の際に、避難すべきことを教えてくれる近所の方はいますか。また、

その人は避難の支援をしてくれますか。

・本人のみ、又は家族等の支援だけで避難先までの避難は可能ですか。

・救助を要請する先（消防、警察）などの電話番号は、分かりやすい場所に掲

示してありますか。
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・携帯電話やスマートフォンなど、救助を要請する手段をもっていますか。ま

た、それを使って支援を求めることができますか。

・電気が必要な医療機器を使用している場合に、すぐに非常用電源に切り替え

ることができますか。

・ガスが使用できなくなった際に、どのような生活上の困難が生じるか把握し

ていますか。

・断水で、水道が使えない時に飲料水の確保はできますか。また、簡易トイレ

などがすぐに準備できますか。

・別居している親族などに、本人の自宅に来て、滞在してもらうことは可能で

すか。

・別居している親族の自宅などに避難することはできますか。また、その場所

は避難先として安全ですか（地震で被災する可能性はありませんか）。

・別居している親族等が車などで避難先まで送迎することは可能ですか。

自主避難所

・市が災害時に一時的に開設するものです。

・台風（暴風域）などの危険が去れば閉鎖します。

・避難所では、係員の指示に従ってください。

※避難指示などが発令された場合、状況に応じ、以下の避難所も開設します。

どのような災害でも、避難所が必ず開設されるとは限りません。災害時

には、市から発信される避難所の開設状況等をご確認の上、避難するよ

うにしてください。

山県市総合運動場（体育館）

大桑公民館（旧高富北部地域多目的集会研修センター）

伊自良コミュニティセンター

美山中央公民館

谷合公民館

北武芸公民館（旧美山構造改善センター）

山県市保健福祉ふれあいセンター

梅原公民館

葛原公民館
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山県市指定避難所一覧表

指定避難所

地区名 施設名 所在地 電話番号 収容可能 暴風 豪雪 崖崩 地す 土石 洪水 地震 火災 放射

高富

高富中学校 高富2845-1 22-1063 500 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

高富公民館 高富1275-1 22-5510 200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高富小学校 高富1079 22-1066 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高富保育園 高富1048 22-1152 100 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

共和町防災センター 佐賀50 ― 50 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

富岡

富岡公民館 西深瀬1113-1 22-3209 200 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

富岡小学校 東深瀬29-1 22-1050 300 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

富岡保育園 東深瀬26-4 22-1359 100 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

山県市総合運動場(体育館) 高木 1675 22-6622 1,500 ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○

保健福祉ふれあいセンター 高木1000-1 22-2111 330 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

梅原

梅原公民館 梅原1522-3 22-2099 200 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

梅原小学校 梅原1534 22-1068 100 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

梅原保育園 梅原1537-1 22-2500 50 ○ ○ ― ○ ― ○ ○ ○ ○

桜尾
桜尾公民館 伊佐美829-3 27-2818 200 ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○

大桜保育園 伊佐美327-2 27-2131 50 ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○

大桑
大桑公民館 大桑2406-1 27-3425 200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大桑小学校 大桑2382-1 27-2151 100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長滝

平井 掛
伊自良北小学校 掛217 36-3352 640 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

松尾

上願

洞田

藤倉

大門

伊自良中学校 大門954-1 36-3351 950 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

伊自良コミュニティ

センター
大門850-67 36-2211 100 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

山県市図書館・山県市美術館

山県市歴史民俗資料館
大門850-65 36-3339 100 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

文化の里花咲きホール 洞田127-135 36-2323 200 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

小倉

大森

伊自良南小学校 大森540-2 36-3014 620 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

伊自良保育園 大門912-12 36-3513 50 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

葛原 葛原公民館 葛原4517 55-2112 400 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

谷合

谷合公民館 谷合1250-1 55-3008 300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

いわ桜小学校 谷合1157-2 55-2050 400 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

北武芸
みやまジョイフル倶楽部 笹賀197 55-2608 500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

北武芸公民館 笹賀11 55-2748 400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

乾
乾体育館 出戸191-2 ― 200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

柿野交流センター 柿野1371 ― 100 ○ ○ ― ○ ― ― ○ ○ ○

富波

教育センター 富永495-3 52-1007 350 ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ○ ○

富波保育園 富永460-3 52-2333 100 ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○

富波公民館 富永566-2-2 52-1004 300 ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○

西武芸

美山小学校 岩佐763 52-1140 400 ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

美山中学校 富永64 52-1213 500 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

西武芸公民館 岩佐213-1 52-1101 300 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

美山中央公民館 岩佐1177-1 52-1106 300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

美山老人福祉センター 岩佐1177-1 52-3010 100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山県高等学校体育館 中洞44-1 52-1551 600 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○
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指定緊急避難場所

指定避難所とは・・・

自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活をおくるためのところ

指定緊急避難場所とは・・・

命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所（災害の種類ごとに異なる。）

地区名 施設名 所在地 電話

番号

収容可能

人員(人)

暴

風

雨

豪

雪

が

け

崩

れ

地

す

べ

り

土

石

流

洪

水

地

震

大

火

災

放

射

線

高富

佐賀広場 佐賀158 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

高富小学校運動場 高富1079 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高富中学校運動場 高富2845-1 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

共和町いこい広場 佐賀50 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

富岡

高富中央公民館駐車場 高木704-8 ○ ○ ― ― ― ○ ― ○ ○

山県市総合運動場 高木1675 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

富岡小学校運動場 東深瀬29-1 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

梅原 梅原スポーツランド 梅原2645-1 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

梅原小学校運動場 梅原1534 ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ○ ○

桜尾 桜尾小学校運動場 伊佐美726 ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○

大桑 大桜グラウンド 大桑2731-1 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

大桑小学校運動場 大桑2382-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長滝

平井 掛

伊自良北小学校運動場 掛217 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

松尾

上願

洞田

伊自良総合運動公園 洞田127-67 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

伊自良ふれあい・さわやかドーム大門850-71 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

伊自良中学校運動場 大門954-1
○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

小倉 伊自良南小学校運動場 大森540-2
○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

北山 北山交流センター運動場 神崎100-1 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

葛原 葛原運動場 葛原4493-3 ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○

谷合
谷合運動場 谷合1029-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

いわ桜小学校運動場 谷合1157-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北武芸 美山ジョイフル倶楽部ふれあい広

場

笹賀197
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

乾
乾運動場 出戸191-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

柿野交流センター運動場 柿野1365 ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○

富永 富波運動場 富永495-1 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

西武芸

美山小学校運動場 岩佐763 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

美山中学校運動場 富永64 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

山県高等学校運動場 中洞44-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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緊急連絡先について

○緊急連絡先を１人以上は記入してください。

○なるべく連絡が取れる番号を記入してください。

○あなたとの関係は、要支援者の方からみたご関係を記入してください。

例：長男、次女、甥、孫 等

避難を支援してくれる人について

○避難を支援してくれる人（避難支援等実施者）を1人以上記入してくださ

い。

○対象者の状況を考慮し、家族や親族をはじめ避難支援をしてくれる人につい

て決めていきます。

・避難支援等実施者は、救助をする人ではなく、安否確認や避難誘導、声かけ

をしてくれる人です。

・家族や親族での避難支援が難しい場合、近隣の方で避難支援をしてくれる方

がいないか検討します。
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避難時に配慮しなくてはならない事項について

☑○あてはまるものをすべて し、具体的に記入してください。

○避難の際に、支援者に伝えておきたい本人の状態についてできるだけ詳しく

記入してください。

上記内容の特記事項、補足について

○避難先までの移動について、特に伝えておきたいことについて記入してくだ

さい。

＜記入例＞

「長距離歩くことができないので、避難先までは車の送迎が必要」

「酸素ボンベを一緒に運ぶため、移動には車が必要」

「パニックになると道に飛び出してしまうことがあるので、注意が必要」

「寝たきりのため、家族だけでは本人を移動させることが困難、福祉サービス

の移動支援が必要となる」

避難生活における配慮事項

○避難先での生活上、伝えておきたいことについて記入してください。
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・避難先での生活上、伝えておきたいことをご記入ください。

＜記入例＞「言語障害があり、発語が聞き取りにくいことがある」

「車椅子で入れる多目的トイレが必要」

「階段の昇降ができない」

「理解できないことがあるとパニックになり声を荒げる」

「補装具（右ひざ下肢に装着するもの）」

「酸素濃縮装置（又は酸素ボンベ）の電源が必要」

「医療器具の操作や調整ができないので、操作可能な人が必要」

契約について

①市から契約書の受け取り

・契約書を受け取ってください。

〇「契約書」・・・・・・・・・ ２部

※単年度契約となりますので、毎年度契約していただきます。

○口座振替支払依頼書・・・・・・ １部

※すでに登録されている場合は提出の必要はありません。

②契約書への署名捺印

・契約書２部ともに、指定箇所に署名社判の押印をお願いします。

・法人の住所、法人名、法人の代表者名はゴム印等でも可です。

・指定場所に割り印をお願いします。

・市に提出する契約書の指定場所に、収入印紙（200円）を添付してくださ

い。

③契約書の提出・保管

・署名し、社判を押印した契約書を２部、福祉課窓口又は郵送で提出してくだ

さい。

・後日、福祉課で署名・押印した契約書（１部）を郵送で送付します。
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「個別避難計画」の作成後の事務

①副本の作成

・「個別避難計画」の副本（複製（コピー）のことです。）をそれぞれ２部（本

人又は家族等用と作成支援者保管用）作成してください。１部を本人又は家族へ

渡し、１部は作成支援者が保管してください。

②個別避難計画の提出

・個別避難計画の提出

作成された個別避難計画を市の福祉課へ直接提出してください。

修正が必要な場合は、連絡を入れますので受取をお願いします。

③委託料の請求

・個別避難計画作成請求書の作成

個別避難計画作成請求書（様式第１号）に必要事項を記入し、福祉課へ提出し

てください。

１か月以内に、同事業所内で計画が完成した方が複数いる場合は、１枚の請求

書でまとめてご請求いただくことも可能です。

請求書は、計画作成から１か月以内を目途に提出をお願いします。

④計画の更新

完成した個別避難計画の内容に変更があった際は、計画の内容を修正し、福祉

課へ提出してください。新規作成時と同様、修正した個別避難計画の副本を２部

用意し、１部を本人又は家族へ渡し、１部は作成支援者が保管してください。委

託料の請求についても新規作成時と同様です。

・更新の対象

定期的（２年毎）に内容を確認し、更新します。

支援者を変更する場合、支援の必要性や避難の方法が変わった場合や、本人の

状態やそれに伴う事項が変わった場合は福祉課までご相談ください。

・軽微な修正について

かかりつけ医が変更になった場合

要介護度が４から５に変更になった場合

対象者及び支援者の連絡先が変更になった場合

担当の介護・相談支援専門員等が変更になった場合

市外転出や施設入所、死亡した場合 など
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※ご相談を受けた、様々な事例、パターンを確認しながら、随時、その基準を

設けていく予定です。

⑤副本の管理

・副本は、適切な場所で厳重に保管してください。避難の際は、「個別避難計

画」を持って避難先に向かってくださいと本人、家族に伝えてください。

※担当事業所が変更になったときは、新しい事業所に副本の引き継ぎをしてい

ただくとともに、福祉課にもご連絡くださるようをお願いします。

参考① 山県市個別避難計画の作成に関する要綱

山県市避難行動要支援者個別避難計画作成事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条

の１４に規定する個別避難計画の作成に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るとことによる。

（１） 避難行動要支援者 山県市地域防災計画に規定する災害発生時に自

ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図

るため支援を要する高齢者、障がい者等をいう。

（２） 個別避難計画 避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者に

ついて避難支援等を実施するための計画をいう。

（３） 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認そ

の他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な

措置をいう。

（４） 避難支援者 個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支

援等を実施する者をいう。

（実施主体）

第３条 事業の実施主体は、山県市とする。
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（対象者）

第４条 事業の対象者は、山県市地域防災計画に規定する避難行動要支援者名

簿に登録され、避難支援者に対し情報を提供することについて同意している

ものとする。

（個別避難計画の記載事項）

第５条 個別避難計画は、次の事項を記載するものとする。

（１） 氏名、自治会名、生年月日、年齢、住所、血液型及び連絡先

（２） 避難行動要支援者の状態（医療機関・連絡先・携行する医薬品）

（３） 避難を希望する場所

（４） 緊急連絡先

（５） 避難支援者の情報

（６） 避難時に配慮しなくてはならない事項

（７） その他必要な事項

（事業の委託）

第６条 市長は、避難行動要支援者の災害時における円滑な避難の実効性を確

保するため、この事業を適切に遂行できると認められる事業者（以下「委託

事業者」という。）へ委託することができる。

（委託料）

第７条 市長は、前条の規定により個別避難計画の作成を委託したときは、作

成件数に応じて別表に掲げる額を委託事業者に支払うものとする。

（個別避難計画の作成）

第８条 市及び委託事業者は、個別避難計画を作成しようとする場合は、事前

に対象者、その家族等（以下「対象者等」という。）に対して個別避難計画

の趣旨を説明し、対象者（対象者の意思表示が困難な場合はその家族等）か

ら個別避難計画を作成することの同意を得なければならない。

２ 個別避難計画は、対象者の居住先への訪問により、対象者等から直接必要

な事項について聴取し、対象者等の意向を反映させたものでなければならな

い。

（個別避難計画の提出）

第９条 委託事業者は、作成後速やかに個別避難計画の原本を市長に提出し、

副本を対象者等に交付するものとする。

２ 市長は、提出された個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等がある

ときは、委託事業者にその旨を報告し、再提出させるものとする。

（個別避難計画の管理等）

第１０条 個別避難計画の原本は、市長が保管し、副本は対象者等が保管する

ものとする。ただし、委託事業者が個別避難計画を作成したときは、委託事
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業者において、副本を保管するものとする。

２ 対象者等及び委託事業者は、個別避難計画の副本を適切な場所において厳

重に管理し、当該副本を紛失したときは、速やかにその旨を市長に届けなけ

ればならない。

（個別避難計画の修正等）

第１１条 市長は、個別避難計画の記載内容について、修正しなければならな

い状況が対象者に発生したことを知ったときは、速やかに個別避難計画の原

本の記載内容を修正し、その副本を対象者等及び委託事業者に交付するもの

とする。

２ 対象者等及び委託事業者は、前項の規定による修正前の副本について、記

載内容が他に漏れることのないよう、適切に処理するものとする。

（委託料の請求及び支払）

第１２条 委託事業者は、市が提出を求めた期日までに個別避難計画作成請求

書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めると

きは、当該請求日から３０日以内に委託事業者に支払うものとする。

（秘密保持）

第１３条 市、対象者等及び委託事業者（次項において「市等」という。）は

、災害時等の支援に関すること以外の目的で個別避難計画に記載されている

情報を利用してはならない。

２ 市等は、個別避難計画に記載されている情報について他に漏らしてはなら

ない。その役割を退いた後も同様とする。

（補則）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

別表（第７条関係）

対象となる業務 委託料

第８条の規定による個別避難計画の作成 １件につき５，０００円

第１１条の規定による更新の個別避難計画の

作成

１件につき１，０００円
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様式第１号（第１２条関係）

山県市長

年 月 日

住 所

事業所名

代表者名 印

連 絡 先

個別避難計画作成請求書

山県市避難行動要支援者個別避難計画作成事業実施要綱第１２条の規定に基

づき、下記のとおり請求します。

記

１ 請求額等

注）請求額は、作成した計画の件数に新規作成は１件あたり 5,000 円、更新は１件当たり 1,000 円を乗じ

た金額の合計額を記入してください。（消費税は外税）

「個別避難計画」を作成した者（行は適宜増やしてください。）

２ 振込先（ゆうちょ不可）

作成経費支払い請求額 円

№ 要支援者氏名 住 所 作成支援者名 請求区分 備考

１ 新規・更新

２ 新規・更新

３ 新規・更新

４ 新規・更新

指

定

口

座

金融機関コード 店舗コード 種別 口座番号

１ 普通

銀行

信用金庫

信用組合

農協

本店

支店

出張所

２ 当座

連絡先

－ －

口 座

名義人

フリガナ

漢字



20



21



22

連 絡 先

〒501-2192

岐阜県山県市高木１０００番地１

山県市福祉課（高齢福祉係）

電 話 0581-22-6837／ＦＡＸ 0581-22-6850

E-mail fukushi@city.gifu-yamagata.lg.jp


